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御
崎
大
明
神
と
奉ほ
う
さ
ん讃
せ
し
は
、
大
吉
備
津
彦
命
の
御

荒あ
ら
み
た
ま
魂
を
称
え
奉
り
し
に
依
る
。
こ
の
例
は
、
我
が
国
各

所
の
御
崎
神
社
又
は
御
崎
宮
と
称
す
る
と
同
意
な
り
。

　
鶴
𥔎
神
社
と
奉
称
す
る
は
、
御
鎮
座
の
山
態
容
姿
が

鶴
の
舞
え
る
形
に
似
た
る
に
依
り
、
山
名
を
鶴
形
山
と

言
い
、
且
つ
又
其
の
山
の
西
南
一
帯
が
、
内
海
の
潮
水

干
満
し
土
砂
埋
滞
し
て
廣
き
浅
瀬
と
な
り
、
之
に
生
息

す
る
稚
魚
蟲
族
を
食
ふ
為
、
多
数
の
鶴
常
に
来
り
住
み

舞
い
、
鶴
山
上
の
松
樹
に
休
息
し
、
旭
日
に
群
鶴
高
ら

か
に
鳴
き
、
大
空
を
舞
い
遊
べ
る
に
よ
り
、
自
然
に
舞

鶴
山
の
名
称
と
な
る
も
の
と
信
ぜ
ら
る
。

　
創
立
貞
和
年
中
、
吉
備
の
中
山
よ
り
勧
請
。
当
領
主

浮
田
氏
、
後
に
旗
下
戸
川
氏
崇
敬
厚
く
、
享
保
年
中
神じ
ん

祇ぎ
か
ん
れ
い

管
領
に
て
正
一
位
の
神
位
に
叙
せ
ら
れ
御
崎
宮
と
称

す
。
中
興
、
神
佛
混
淆
の
と
き
あ
り
、
神
官
及
僧
侶
に

て
神
務
を
掌
る
。
其
の
別
当
神
宮
寺
廃
絶
年
証
不
詳
。

　
社
人
太
田
家
三
名
は
世
襲
。
位
階
従
下
職
名
大
宮
司

に
被
任
。
維
新
の
時
廃
せ
ら
る
。
今
號
し
て
鶴
𥔎
神
社

と
云
う
。
明
治
四
年
辛
未
九
月
郷
社
に
列
せ
ら
る
。
御

成
規
に
因
て
祠し
か
ん官
一
名
を
置
く
。
此
地
、
古
称
す
鶴
島

又
鶴
𥔎
又
日
向
国
天
高
千
穂
宮
地
に
似
た
り
と
て
、
宮

崎
と
も
云
ひ
し
に
因
り
て
、
宮
崎
村
鶴
𥔎
と
称
す
。

　
明
治
九
年
合
併
早
島
村
と
改
る
。
明
治
四
十
年
一
月

二
十
七
日
勅
令
第
九
十
六
號
第
一
條
第
二
項
に
よ
り
神

饌
幣
帛
料
を
供
進
す
る
こ
と
を
得
べ
き
神
社
に
指
定

す
。

賀

※

陽
氏
古
書
（
由
緒
）

　
四
道
将
軍
と
し
て
都
か
ら
吉
備
の
国
へ
御
降
り
遊
ば

し
し
彦
命
は
、
温
羅
と
称
す
る
凶
賊
を
平
定
し
給
ひ
、

常
に
国
内
を
巡
察
さ
せ
給
ひ
、
五
穀
耕
作
の
状
を
具
に

見
そ
な
は
し
、
民
情
を
察
し
業
を
奨
励
し
給
ひ
し
ま
に

ま
に
、
民
心
委
く
彦
命
の
御
恩
威
に
感
じ
た
る
は
当
然

な
り
と
す
。

　
往
昔
内
海
は
甚
だ
廣
く
、
吉
備
中
山
山
麓
迄
も
干
満

の
海
潮
汀
に
浪
打
ち
寄
す
る
こ
と
は
太
平
記
、
源
平
盛

衰
記
の
文
中
に
も
記
さ
れ
、
備
中
誌
に
も
書
け
る
処
の

如
く
、
彦
命
は
国
内
御
巡
視
の
外
に
も
、
群
鶴
の
御
猟

と
當
鶴
舞
山
の
南
出
崎
（
今
の
弁
才
天
）
の
海
岸
が
、

浦
人
の
海
魚
別
し
て
鯛
釣
に
好
適
の
処
な
り
。

　
内
海
唯
一
と
も
言
う
べ
き
絶
景
を
嘉
み
せ
ら
れ
、

数
々
御
行
き
さ
せ
ら
れ
た
る
由
に
て
、
現
在
郷
社
御
本

殿
の
場
所
に
、
丁
度
良
き
自
然
の
巖
石
あ
る
処
を
常
に

仮
の
御
座
と
し
て
、
御
休
息
あ
ら
せ
給
ひ
四
方
の
景
色

を
深
く
御
賞
あ
そ
ば
さ
れ
、
浦
人
達
が
奉
る
溌は
つ
ら
つ剌
た
る

鯛
、
其
の
他
の
生
魚
を
納
め
ら
れ
て
御
満
足
の
時
に
は

御
泊
さ
れ
し
と
伝
う
。

　
彦
命
御
神
上
り
座
し
て
か
ら
、
浦
人
達
い
と
い
た
く

御
尊
徳
を
し
た
ひ
奉
り
、
衆
人
相
謀
り
彦
命
の
御
座
さ

せ
給
ひ
し
巖
石
の
周
囲
に
注
連
縄
引
き
廻
し
、
祭
壇
を

設
け
奉
り
て
年
々
御
祭
を
行
ひ
、
真
金
吹
く
な
る
宮
内

の
社
家
賀
陽
氏
に
請
ひ
て
、
典
儀
に
依
り
仕
へ
奉
る
に

至
り
、
遂
に
小
祠
を
岩
上
に
奉
建
し
た
る
処
、
賀
陽
氏

御
崎
大
明
神
と
申
し
上
げ
奉
り
、
爾
来
数
回
御
改
築
奉

仕
現
今
に
及
べ
り
。

　
此
の
項
は
、
現
在
古
老
中
に
物
語
れ
る
も
の
あ
れ
ど

も
、
文
献
は
元
宮
崎
村
の
旧
家
溝
手
真
七
事
、
現
在
の

早
島
町
に
て
、
最
古
の
土
地
神
社
に
就
て
は
、
最
も
縁

深
き
処
な
り
、
溝
手
氏
は
早
島
町
内
溝
手
氏
の
最
も
古

き
家
柄
に
て
、
地
頭
よ
り
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
神
社
に

対
し
て
も
亦
古
き
寄
付
等
あ
り
、
宮
崎
村
庄
屋
を
代
々

勤
め
た
る
家
柄
な
り
。

　
今
往
昔
の
書
類
三
百
余
年
前
の
火
災
に
罹
り
焼
失
せ

し
を
惜
し
む
元
長
津
村
旧
家
大
森
初
右
衛
門
、
古
よ
り

長
津
に
居
住
し
、
代
々
大
庄
屋
を
勤
め
苗
字
帯
刀
の
家

柄
な
り
。

　
右
二
家
に
、
彦
命
の
御
巡
視
御
来
遊
の
状
況
を
、
群

鶴
の
棲
息
せ
る
絵
画
等
神
社
建
設
の
由
来
書
に
至
る
ま

で
の
珍
蔵
せ
ら
れ
た
る
由
な
れ
ど
、
溝
手
氏
は
火
災
に

依
り
大
森
氏
は
没
落
に
よ
り
て
こ
れ
が
逸
散
し
て
、
現

存
せ
る
者
無
き
は
惜
し
む
べ
き
次
第
な
る
も
、
之
を
拝

見
せ
し
古
老
の
語
り
伝
へ
は
今
尚
判
然
せ
り
。

　
以
上
六
百
年
前
を
想
像
し
て
事
実
な
り
と
信
ぜ
ら
る

は
、
実
地
の
地
形
周
囲
の
景
観
、
内
海
の
静
か
な
る
小

舟
小
帆
運
行
等
よ
り
考
察
し
て
真
に
迫
る
も
の
な
り
。

神
社
建
立
の
経
緯
と
情
景

賀
か

 陽
や

 氏
　吉備津神社の社家は、古
来賀陽氏が務めた。賀陽氏
は、吉備津神社を建立した
とされる加

かやのおみなるみのみこと

夜臣奈留美命の
子孫とされ、文化・文政の
時代に神職であった賀陽貞
持が著した「吉備津宮略書
記」によると、応永の頃ま
で奉仕した神職の数は 300
家に及び、その内神主、大
禰宜、祝部等の重職は賀陽
氏があたったと記されてい
る。
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本
社
は
、
早
島
町
大
字
早
島
字
前
潟
の
小
丘
宮
山
の

南
腹
に
在
り
。
貞
和
六
年
二
月
二
十
一
日
の
創
建
に
し

て
、
郷
民
の
志
願
に
よ
り
吉
備
の
中
山
か
ら
大
吉
備
津

彦
命
荒
魂
を
齋
き
祀
り
、
相
殿
に
は
建
日
方
別
命
を
祀

る
。
賀
陽
盛
芳
祭
主
た
り
、
太
田
直
全
祝
部
と
し
て
当

地
に
移
住
す
。
そ
の
後
岡
山
城
主
浮
田
氏
及
び
旗
本
戸

川
家
代
々
崇
敬
厚
し
。

　
享
保
中
正
一
位
の
神
位
を
叙
せ
ら
れ
御
崎
宮
と
称

す
。
維
新
の
際
、
鶴
𥔎
神
社
と
改
称
す
。

　
明
治
四
年
九
月
郷
社
に
列
せ
ら
れ
、
現
に
早
島
町

（
大
字
矢
尾
を
除
く
）、
豊
洲
村
大
字
五
日
市
、
中
帯
江
、

西
田
、
高
須
賀
、
及
び
早
島
の
中
開
、
三
丁
割
、
茶
屋

町
大
字
早
島
新
田
の
内
宮
崎
割
に
渉
り
、
戸
数
千
七
百

余
戸
の
産
土
神
た
り
。

　
中
古
神
仏
混
淆
の
時
別
当
神
宮
寺
あ
り
し
も
、
そ
の

廃
絶
年
月
詳
な
ら
ず
。
明
治
四
十
年
一
月
二
十
七
日
神

饌
幣
帛
料
供
進
の
神
社
に
指
定
さ
れ
る
。

　
宮
山
は
古
へ
鶴
𥔎
と
称
し
、
海
中
の
一
小
島
た
り
。

後
鶴
𥔎
と
呼
び
、
又
地
形
日
向
の
天
高
千
穂
に
似
た
り

都
窪
郡
誌
（
由
緒
）

御
崎
明
神
　
宮
崎
村
鎮
座

祭
神
　
吉
備
津
彦
命
　
坤
ひ
つ
じ
さ
る
の
お
ん
さ
き

ノ
御
前
　
海あ
ま
べ
の
あ
た
ひ

部
直
　
三
柱
神

と
伝
。

　
宮
内
に
て
船
御
前
と
伝
。
海
路
を
司
り
給
う
神
か
。

本
地
毘
沙
門
天
最
古
作
也
。
今
は
こ
の
像
別
社
へ
。
昔

は
中
の
庄
性
徳
院
別
当
な
り
し
を
、
寛
文
以
後
取
離
さ

れ
た
り
。
こ
の
寺
は
報
恩
大
師
の
開
基
な
れ
ば
、
天
平

勝
寶
の
頃
よ
り
、
御
崎
明
神
を
両
部
習
合
に
記
さ
れ
し

も
の
か
。

　
仏
像
は
未
其
形
を
見
ね
ば
其
姿
を
知
ら
ず
。
棟
札
の

写
し
と
て
伝
え
た
る
。

　
寛
文
年
中
迄
は
祭
礼
の
節
宮
内
よ
り
奉
幣
使
立
て
ら

れ
し
と
伝
。

　
其
後
享
保
四
年
十
二
月
の
棟
札
に
は
願
主
惣
氏
子
と

有
今
畧
之
ま
た
宮
崎
村
神
田
一
升
二
合
御
崎
宮
八
幡
宮

へ
先
年
よ
り
池
地
水
引
に
て
畝
数
一
反
余
有
中
田
二
反

高
一
石
八
斗
両
社
へ
寄
附
す
支
配
太
田
近
江
別
に
前
潟

村
下
田
一
反
二
畝
高
二
斗
四
升
延
宝
開
発
の
時
寄
附
享

保
十
七
年
太
田
近
江
、
太
田
山
城
へ
沙
汰
有
之
寄
附
地

と
成
る
。

　
社
家
日
記
に
は
延
文
四
年
五
月
或
は
元
弘
に
勧
請
と

も
有
は
八
幡
宮
の
事
に
や
秀
雄
按
に
海
部
臣
直
の
宮
は

微
々
た
る
事
と
見
ゆ
棟
札
に
て
昔
性
徳
院
別
当
せ
し
事

明
也
。
今
は
吉
田
氏
専
ら
掌
之
也
。

　
本
社
四
間
三
間
釣
殿
前
殿
五
間
随
身
門
石
鳥
居
等
松

林
中
に
有
。
多
門
天
像
方
三
間
。
末
社
稲
荷
社
方
一
間

是
等
も
昔
は
性
徳
院
預
り
也
し
か
寛
文
六
年
吉
田
家
神

職
支
配
の
事
を
蒙
ら
れ
し
旨
触
ら
れ
し
に
依
て
此
頃
よ

り
太
田
氏
構
と
成
し
に
や
。

　
御
崎
相
殿
八
幡
大
菩
薩
。
神
人
是
を
八
幡
宮
と
称
す

石
清
水
勧
請
の
故
に
菩
薩
号
也
或
云
此
宮
昔
は
阿
弥
陀

の
像
を
安
置
せ
し
か
寛
文
以
後
神
職
の
も
の
如
何
せ
し

や
今
は
な
し
。
　
　（
明
治
三
十
五
年
発
行
　
備
中
誌
）

備 

中 

誌
（
由
緒
）

と
て
宮
崎
と
も
い
え
り
。
社
地
東
西
三
十
八
間
、
南
北

三
十
二
間
、
面
積
二
反
六
畝
十
三
歩
、
境
内
老
松
鬱う
つ
も茂

す
。

　
祈
年
祭
は
二
月
十
七
日
、
新
嘗
祭
は
十
一
月
二
十
三

日
を
以
て
執
行
せ
ら
る
。
例
祭
日
は
十
月
十
日
、
十
一

日
に
し
て
十
一
日
に
は
荘
厳
な
る
神
幸
祭
あ
り
。
俗
に

「
お
練
り
」
と
称
し
、
郡
中
年
中
行
事
の
随
一
た
り
。

　
寛
保
元
年
の
創
立
に
し
て
、
神
輿
字
塩
津
の
御
旅
所

龍
神
社
（
通
称
祇
園
社
）
へ
渡
御
即
日
還
御
、
そ
の
行

列
は
御
先
払
、
箒
、
埓ら
ち
だ
け竹
、
大
麻
（
行
列
中
五
ヶ
所
）、

幟
、
赤
黒
面
、
太
鼓
、
鐘し
ょ
う
こ鼓
、
挟
箱
二
個
、
鳥
毛
二
本
、

白は
ぐ
ま熊
、
獅
子
、
長
柄
槍
十
本
、
鉄
砲
十
挺
、
弓
十
挺
、
楯
、

御
鉾
二
本
、祭
鉾
二
本
、具
足
箱
、神
楽
太
鼓
、調
拍
子
、

神
馬
、
榊
、
五
色
幣
、
四
神
鉾
、
賽
銭
箱
、
御
弓
、
御

太
刀
、
鶴
𥔎
宮
神み
こ
し輿
、
八
幡
宮
神
輿
、
供
奉
神
職
、
檀

尻
等
に
し
て
神
鼓
鼕と
う
と
う々

と
響
き
て
靜
々
と
練
り
進
む
中

に
、
輿よ
ち
ょ
う丁
の
神
輿
を
捧
ぐ
る
「
ハ
ヨ
ウ
サ
」
掛
け
声
勇

ま
し
く
、堵か
き

を
成
せ
る
拝
観
者
の
拍
手
之
に
和
し
、神
々

し
さ
言
う
ば
か
り
な
し
。

境
　
内
　
坪
数
千
三
十
六
坪
。

本
　
社
　
梁
行
二
間
　
桁
行
三
間
　
享
保
四
年
九
月
の

　
　
　
　
造
営
よ
り
第
五
回
の
改
造
を
経
る
。

回
　
廊
　
明
治
二
十
七
年
（1894

）
建
築
。

拝
　
殿
　
明
治
二
十
七
年
（1894

）
建
築
。

随
神
門
　
天
保
三
年
（1832

）
建
築
。

神
饌
所
　
明
治
二
十
七
年
（1894

）
建
築
。

神
供
所
　
寛
延
二
年
（1749

）
建
築
。

神
楽
所
　
文
久
三
年
（1863

）
建
築
。

社
務
所
　
明
治
二
十
七
年
（1894

）
建
築
。

第 2節　由　緒


